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船舶事故調査報告書 

 

 

   船 種 船 名 モーターボート 順風号 

   船 舶 番 号 ２７１－２５２４４香川 

   登 録 長 ６.２７ｍ 

 

   船 種 船 名 漁船 壽丸 

   漁船登録番号 ＫＡ３－２０５１６ 

   総 ト ン 数 ２.５１トン 

 

   Ⅰ １件目の事故（順風号） 

     事故種類 衝突（灯浮標） 

     発生日時 平成２０年９月７日 ０８時２９分ごろ 

     発生場所 香川県三豊市詫間港 

           三玉岩灯標から真方位１４３°１,０５０ｍ地点 

           （北緯３４°１４.４′ 東経１３３°４０.８′） 

 

   Ⅱ ２件目の事故（順風号・壽丸） 

     事故種類 衝突 

     発生日時 平成２０年９月７日 ０８時４４分ごろ 

     発生場所 香川県三豊市詫間港 岩島東方沖 

           三玉岩灯標から真方位１４３°８４０ｍ付近 

           （概位 北緯３４°１４.５′ 東経１３３°４０.７′） 

 

 

                        平成２１年４月２日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委 員 長  後 藤 昇 弘 

                   委   員  楠 木 行 雄 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  山 本 哲 也 

                   委   員  根 本 美 奈 
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１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 1.1.1 １件目の事故 

モーターボート順風
じゅんぷう

号は、香川県三豊
み と よ

市詫間
た く ま

港内のマリーナを出航し、釣り場に

向け航行中、平成２０年９月７日（日）０８時２９分ごろ、詫間港第４号灯浮標に

衝突した。 

同船は、船長が負傷し、右舷中央部外板に擦過傷及び船体内部に亀裂等が生じ、

詫間港第４号灯浮標には、ペイント剥離が生じた。 

 

 1.1.2 ２件目の事故 

順風号は、詫間港第４号灯浮標に衝突後、船長が海中に転落し、無人のまま左旋

回を続けながら進行中、漁船 壽
ことぶき

丸は、香川県三豊市詫間港内の船溜まりを出航し、

同港内の漁場で漂泊中、平成２０年９月７日（日）０８時４４分ごろ、三玉岩灯標

から真方位１４３°８４０ｍ付近で、順風号の船首が壽丸の左舷前部に衝突した。 

  順風号には、プロペラに曲損が生じ、壽丸は、甲板員が負傷し、左舷前部に亀裂

を伴う擦過傷が生じた。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２０年１０月１日、本事故の調査を広島地方海難審判理

事所から引き継ぎ、調査を担当する主管調査官（広島事務所）ほか１人の地方事故

調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２０年１０月７日、８日、２７日、１２月３日、１７日、１８日、平成２１

年１月２０日及び３月６日 口述聴取 

   

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 
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Ⅰ １件目の事故 

２ 事実情報 

２.１ 事故の経過 

本事故が発生するまでの経過は、順風号（以下「Ａ船」という。）船長（以下「船長

Ａ」という。）、Ａ船が所属する香川県三豊市詫間港にあるマリーナ（以下「マリーナ」

という。）の管理者（以下「マリーナ管理者」という。）及び船長Ａの救助者（以下「救

助者Ｃ」という。）の口述によれば、次のとおりであった。 

 Ａ船は、平成２０年９月７日０８時２５分ごろ、船長Ａが１人で乗り組み、装備し

ていた救命胴衣を着用しないまま、釣りの目的で、約１００ℓ の燃料タンクを片道 

３０分程度の釣り場を約４往復できる量の燃料で満タンにしてマリーナを出航し、同

県粟島の矢倉鼻沖の釣り場に向かった。 

Ａ船は、緊急エンジン停止装置∗1が装備されていたが、船長Ａはちょっとした移動

のときにも不便であることやカールコードに何かが引っ掛かってロックプレートが外

れた場合などにはかえって危ないので、カールコードを身体に取り付けたことがなか

った。 

 船長Ａは、立った姿勢で操船に当たり、詫間港第４号灯浮標（以下「４号灯浮標」

という。）衝突の約４０秒前、詫間岸壁の端付近で、４号灯浮標の約１０ｍ右側を通過

するように針路を定め、約２２ノット（kn）の速力で進行した。 

船長Ａは、４号灯浮標衝突の約１０秒前、操舵室の舵輪前の棚に置いていた防水措

置を施していない携帯電話が左足元に落ちたので、蓋がよく閉まっていなかった後部

いけすから溢れ出た海水で濡れないうちに拾おうと、右手で舵輪を持ったまま前屈み

になって左手を伸ばした。しかし、慌てていて上手く拾えず、手間取っている間に舵

が振れて少し左転してしまい、４号灯浮標の方向を向くことになり、携帯電話を拾っ

て前方を見ると目前に４号灯浮標があったので、とっさに左舵をとったが間に合わず、

Ａ船は、０８時２９分ごろ、三玉岩灯標から１４３°（真方位、以下同じ。）１,０５０

ｍの地点において、４号灯浮標に衝突した。 

船長Ａは、衝突の弾みで海中に転落したが、カールコードを身体に取り付けていな

かったので緊急エンジン停止装置が作動せず、Ａ船は、無人となって、同じ速力で、

直径約２００ｍの円を描き旋回を続けた。 

船長Ａは、４号灯浮標付近で立ち泳ぎをしていたところ、Ａ船の後からマリーナを

                         
∗1 「緊急エンジン停止装置」は、緊急エンジン停止スイッチに取り付けられたロックプレートに繋がれたカール

コードの端部を操船者の手、足又は衣服の丈夫な場所に取り付け、操船者が落水等により操船不能に陥った場合、

同コードが伸びてロックプレートが外れ、エンジンを急停止させ、船の暴走を防ぐ仕組みになっている。 



 - 4 -

出てきたモーターボートに救助され、救助者Ｃから借りた携帯電話で、マリーナ管理

者に、灯浮標に衝突して落水したが救助されたこと及びＡ船は無人のまま旋回を続け

ていることを告げ、救助依頼の連絡をした。 

 連絡を受けたマリーナ管理者は、Ａ船の速力など詳しい状況が分からなかったので、

急ぎモーターボートで４号灯浮標付近に向かい、船長Ａを自船に移乗させ、ロープを

Ａ船のプロペラに絡ませて停止させようと考えたが、必要な長さにロープを切断する

道具がなかったので、マリーナへ引き返した。 

 船長Ａは、マリーナに到着後、Ａ船のことが気になっていたものの、緊張や疲れも 

あってマリーナで休息を取り、道具を積んで現場に引き返したマリーナ管理者がＡ船

を曳航して戻ってきたのを確認したうえ、マリーナ会員の車で病院に向かった。 

 

 本事故の発生時刻は、平成２０年９月７日０８時２９分ごろで、発生場所は、三玉

岩灯標から１４３°１,０５０ｍの地点であった。  

 （付図１ 推定航行経路図、付図２ カールコード取付け概略図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

船長Ａの口述によれば、同人は、Ａ船から転落した際に臀部打撲を負った。 

 

２.３ 船舶等の損傷に関する情報 

船長Ａの口述によれば、Ａ船には右舷中央部外板に擦過傷及び船体内部に亀裂が生

じ、４号灯浮標にはペイント剥離が生じた。 

 

２.４ 乗組員等に関する情報 

  (1) 性別、年齢、受有免許証 

    船長Ａ 男性 ５７歳 

     二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

      免許登録日 平成１４年８月３０日 

      免許証交付日 平成２０年５月３０日 

             （平成２５年５月２９日まで有効） 

  (2) 船長の主な乗船履歴等 

    船長Ａの口述によれば、次のとおりである。 

   ① 主な乗船履歴 

     平成１４年８月にＡ船を中古で購入し、毎年３月から１１月にかけて毎月

２回ほど釣りの目的で、片道３０分程度の航程で同船に船長として乗船して

おり、詫間港内を８０回から９０回出入りした経験があった。 
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   ② 健康状態 

     健康状態は良好で持病もなく、視力は両眼とも裸眼で０.７、眼鏡を掛ける

と１.５くらいで、聴力も異常はなかった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

  船 舶 番 号  ２７１－２５２４４香川 

船 籍 港  香川県三豊市 

船舶所有者  個人所有 

Ｌr×Ｂ×Ｄ  ６.２７ｍ×２.３５ｍ×１.０１ｍ 

船    質  ＦＲＰ 

機 関  ガソリン機関１基 

出    力  ８４kＷ（連続最大） 

推 進 器  プロペラ１個 

用    途  プレジャーモーターボート 

航 行 区 域  限定沿海区域 

 

2.5.2 積載状態 

船長Ａの口述によれば、詫間港内のマリーナ出航時は、同人１人が乗り組み、船

首喫水０.２ｍ、船尾喫水０.７ｍであった。 

 

 2.5.3 船舶に関するその他の情報 

   (1) 船長Ａの口述によれば、Ａ船は、ＧＰＳプロッター、魚群探知機及び緊急

エンジン停止装置を装備しており、船体及び機器類に不具合又は故障はなか

った。 

   (2) 緊急エンジン停止装置について、取扱説明書には次のとおり記載されてい

る。 

     操船中は、カールコードを衣服の丈夫な場所や手、足に確実に付けてくだ

さい。衣服の緩みそうな場所にはカールコードを付けないでください。また、

操船に支障をきたすような場所への取り付けは行わないでください。航走中

はカールコードが身体や周辺の機器等に引っ掛かり不意にロックプレートが

外れないようにしてください。操船に支障をきたすばかりでなく、又ロック

プレートが外れることにより急減速され同乗者や荷物等が前方へ投げ出され

る恐れがあります。 
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２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値及び潮汐  

事故現場の北東約８㎞に位置する多度津測候所の事故当日０８時３０分の観測値

及び海上保安庁刊行の潮汐表によれば、次のとおりであった。 

西南西の風、風速 ３.１m/s 

  粟島港における当時の潮汐は、下げ潮の末期であった。 

 

2.6.2 乗組員の観測 

船長Ａの口述によれば、当時の気象及び海象は、天気は晴、風はなく、視界は良

好で、潮流はなかった。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

   (1) ２.１から、船長Ａは、０８時２８分２０秒ごろ、三玉岩灯標から１５５°

１,４５０ｍ付近で、約２２knの速力により４号灯浮標の右側約１０ｍを通過

する約００３°に針路を定め、０８時２８分５０秒ごろ、三玉岩灯標から 

１４７°１,１７５ｍ付近の４号灯浮標の手前約１００ｍ付近で、足元に携帯

電話が落ち、それを拾おうとしている間に４号灯浮標に向首する約３５７°

の針路となったことに気付かないまま、同じ速力で進行したものと考えられ

る。 

   (2) ２.１から、Ａ船は、４号灯浮標に衝突して、船長Ａが、海中転落した際、

カールコードを身体に取り付けていなかったので緊急エンジン停止装置が作

動せず、旋回を続けたものと考えられる。 

   (3) ２.１から、発生時刻は、０８時２９分ごろと考えられる。発生場所は、４

号灯浮標の設置位置である、三玉岩灯標から１４３°１,０５０ｍと推定され

る。 

 （付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

3.1.2 衝突の状況 

２.１から、Ａ船は、針路約３５７°、速力約２２knで進行中、４号灯浮標に衝突

したものと考えられる。 
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３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員の状況 

２.４から、船長Ａは、適法で有効な免許証を有していた。 

   (2) 船舶の状況 

     2.5.3(1)から、船体及び機器類には、不具合や故障はなかったものと考え

られる。 

 

3.2.2 操船の状況 

  ２.１から、船長Ａは、立った姿勢で操船中、約２２knの速力で４号灯浮標を左舷

側間近に隔てて通過する態勢で進行していたとき、４号灯浮標の手前約１００ｍの

ところで、操舵室の舵輪前の棚に置いていた防水措置が施されていない携帯電話が、

左足元に落ちたので、後部いけすから溢れ出た海水で濡れないうちに拾おうと、右

手で舵輪を持ったまま前屈みになって左手を伸ばしたものと考えられる。しかし、

慌てていて上手く拾えず、手間取っている間に少し左転してしまい、４号灯浮標に

向首したことに気付かないまま同じ速力で進行し、衝突する直前に同灯浮標を視認

し左舵をとったが間に合わなかったものと考えられる。 

 

3.2.3 気象及び海象の状況 

  ２.６から、事故当時、天気は晴で、風はほとんどなく、視界は良好であったと考

えられる。 

 

3.2.4 事故発生に関する解析 

  ２.１及び3.2.2から、 

    (1) 船長Ａが、足元に落ちた携帯電話を拾おうとしたとき、少し左転して４

号灯浮標に向首し、そのままの速力で続航したこと及び携帯電話を拾うこ

とに気を取られて前路の見張りが適切に行われなかったことにより、４号

灯浮標に向首したまま急速に接近していることに気付かなかったものと考

えられる。 

    (2) 携帯電話の防水措置がとられていなかったので、同電話が足元に落ちた

際、船長Ａが、いけすから溢れ出てくる海水に濡れないようにと慌てて同

電話を拾うのに手間取った可能性があると考えられる。 
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４ 原 因 
 

本事故は、香川県三豊市詫間港内において、Ａ船が４号灯浮標を左舷側間近に隔て

て通過する態勢で進行中、同灯浮標に向首して急速に接近していることに気付かない

まま進行したため、衝突したことによって発生したものと考えられる。 

船長Ａが４号灯浮標に向首して急速に接近していることに気付かなかったのは、足

元に落ちた携帯電話を拾う際、速力を落とさずに続航したこと及び携帯電話を拾うこ

とに気を取られて、前路に対する適切な見張りが行われなかったことによるものと考

えられる。 

 

 

Ⅱ ２件目の事故 

２ 事実情報 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、船長Ａ、壽丸（以下「Ｂ船」という。）船長、（以

下「船長Ｂ」という。）、負傷した甲板員（以下「甲板員Ｂ１」という。）、マリーナ管

理者及び救助者Ｃの口述によれば、次のとおりであった。 

 

  (1) Ａ船 

    船長Ａが海中転落し、カールコードを身体に取り付けていなかったので緊急

エンジン停止装置が作動せず、無人となったＡ船は、４号灯浮標衝突時と同じ

舵角で約２２kn の速力のまま、直径約２００ｍの円を描き旋回を続け、Ｂ船の

周りを約２周したとき、０８時４４分ごろ、三玉岩灯標から１４３°８４０ｍ

付近において、その船首がＢ船の左舷前部に後方から約４５°の角度で衝突し

た。 

    Ａ船は、衝突後も旋回を続けていたが、マリーナ管理者ほか２人が、Ａ船の

プロペラにロープを絡ませ速力を落とし、乗り移って機関を中立にして停止さ

せ、マリーナに曳航した。 

 

  (2) Ｂ船 

    Ｂ船は、平成２０年９月７日０８時３０分ごろ、船長Ｂほか甲板員２人（甲

板員Ｂ１及びもう１人の甲板員（以下「甲板員Ｂ２」という。））が乗り組み、

定置漁業の目的で、香川県三豊市詫間港内の船溜まりを出航し、同港内の漁場

に向かった。 
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    貯木場入り口付近に至ったとき、船長Ｂは、前方に無人で左旋回を繰り返し

ているＡ船を視認したが、周りを見渡したところ４号灯浮標のところに３、４

人が乗ったモーターボートがいたので、そこからリモコン操作でもしているの

だろうと思ったが、甲板員Ｂ１は、船首近くで船尾方を向いて座っていたので

Ａ船を視認することができなかった。 

    船長Ｂは、０８時３６分ごろ、漁場に着き、船首を南西の方に向け、機関を

中立運転として、漂泊しながら網の状態を確かめていたが、Ａ船の状況が気に

なっていた。 

    甲板員Ｂ１は、旋回を続けるＡ船を見て網に当たりそうになり危ないと思っ

ていたが、Ａ船が無人であることには気付いていなかった。 

    船長Ｂは、次第にＡ船が近づいてきて、定置網を破られるおそれがあったの

で止めてもらおうと思い、４号灯浮標付近にいたモーターボートに向かって大

声で叫んだが応答はなく、どうすることもできず、そのまま見ているしかなか

った。 

    Ｂ船は、亀笠島の方を向いていたとき、Ａ船が自船の周りを左旋回しながら

近づいてきて、自船の後方を通過する態勢であったが、近くを通過した大型船

の航走波の影響を受けてその船首が急に自船の方を向き、そのまま進行してき

たので、急いで後進をかけたものの間に合わず、前記(1)のとおり衝突した。 

    甲板員Ｂ１は、右舷側の船首近くで船首方を向いて座っていたところ、船首

部に乗り上げてきたＡ船の船底が見えたので、上体を右舷側に反らして避けよ

うとしたが避けきれず、Ａ船の船体が左側頭部などに当たり負傷した。 

    船長Ｂは操舵室後方に立っていて、また、甲板員Ｂ２は左舷側の中央部付近

に座っていて、いずれも船首方を向いていたが、衝突の衝撃はそれほどでもな

かったので転倒するようなこともなく、Ａ船が船首部を乗り越えていったので

負傷することはなかった。 

    甲板員Ｂ１は、Ａ船を当て逃げだと思ったが、また旋回してくるのでよく見

たら人が乗っていない状況であり、Ａ船が無人であったことを知った。 

    船長Ｂは、自力航行して船溜まりに戻り、負傷した甲板員Ｂ１は救急車で病

院に搬送された。 

 

 本事故の発生時刻は、平成２０年９月７日０８時４４分ごろで、発生場所は、三玉

岩灯標から１４３°８４０ｍ付近であった。 

 （付図１ 推定航行経路図、付図３ 衝突状況及び乗組員配置図 参照） 
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２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

船長Ｂの口述及び医師の診断書によれば、甲板員Ｂ１は、頭部裂傷及び打撲を負っ

た。 

 

２.３ 船舶等の損傷に関する情報 

  (1) Ａ船 

    船長Ａの口述及び同人が撮影した船体損傷写真によれば、プロペラに曲損が

生じた。 

  (2) Ｂ船 

    船長Ｂの口述によれば、左舷前部に亀裂を伴う擦過傷が生じた。 

 

２.４ 乗組員等に関する情報 

  (1) 性別、年齢、受有免許証 

    船長Ａ １件目の事故に記載のとおり 

    船長Ｂ 男性 ７６歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

      免許登録日 昭和５０年１２月２２日 

      免許証交付日 平成１７年５月２６日 

             （平成２３年４月１１日まで有効） 

  (2) 船長の主な乗船履歴等 

    船長Ａ １件目の事故に記載のとおり 

船長Ｂ 

船長Ｂの口述によれば、次のとおりである。 

    ① 主な乗船履歴  

      昭和２５年ごろまき網漁船の機関員として４年間乗船し、その後８年間

会社勤めをし、同３７年ごろ小型漁船の船長として乗り組み、同５０年 

１２月に操縦免許を取得して、本船には同５２年から船長として乗船して

いた。 

    ② 健康状態 

      健康状態は特に悪いところはなく、視力は両眼とも０.７～０.８で、聴

     力も正常であった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 
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    １件目の事故に記載のとおり 

   (2) Ｂ船 

     漁船登録番号  ＫＡ３－２０５１６ 

     主たる根拠地  香川県三豊市 

     船舶所有者  個人所有 

     総 ト ン 数  ２.５１トン 

     Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  ７.４２ｍ×１.８４ｍ×０.８４ｍ 

     船 質  ＦＲＰ 

     機 関  ディーゼル機関１基 

     漁船法馬力数  ２５ 

     推 進 器  プロペラ１個 

     用 途  定置漁業 

     進水年月日  昭和５２年７月２６日 

 

2.5.2 積載状態 

   (1) Ａ船 

     １件目の事故に記載のとおり 

   (2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、詫間港内の船溜まり出航時に、船員３人が乗り組

み、船首喫水０.２ｍ、船尾喫水０.８ｍであった。 

 

2.5.3 船舶に関するその他の情報 

   (1) Ａ船 

     １件目の事故に記載のとおり 

   (2) Ｂ船 

     船長の口述によれば、Ｂ船は、航海計器類は装備していなかった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値及び潮汐  

  １件目の事故に記載のとおり 

 

2.6.2 乗組員の観測 

  船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、当時の気象及び海象は、次のとおりであった。 

   (1) 船長Ａ 

     １件目の事故に記載のとおり 
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   (2) 船長Ｂ 

天気 晴、風はなく、潮流はたるみの時期であった。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

   (1) Ａ船 

   ① ２.１(1)から、直径約２００ｍの円を描きながら左旋回を繰り返していた

ところ、付近を航行していた大型船の航走波の影響を受けて急にＢ船に向か

って進行し、衝突したときの船首方向は、約０９０°であったものと考えら

れる。 

   ② ２.１(1)から、速力については、約２２knであったと考えられる。 

 

   (2) Ｂ船 

   ① ２.１(2)から、漂泊開始時刻及び同場所については、０８時３６分ごろ、

三玉岩灯標から１４３°８４０ｍ付近であったと考えられる。 

   ② ２.１(2)から、衝突時の船首方向は、亀笠島に向く約０４５°で、機関を

    中立運転にして漂泊中であり、衝突角度及び衝突箇所については、Ｂ船の左

    舷前部に、Ａ船の船首が後方から約４５°の角度で衝突したものと考えられ

    る。 

 （付図１ 推定航行経路図、付図３ 衝突状況及び乗組員配置図 参照） 

 

3.1.2 衝突時刻及び衝突場所 

  ２.１から、０８時４４分ごろ、三玉岩灯標から１４３°８４０ｍ付近であった 

と考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

(1) 乗組員の状況 

２.４(1)から、船長Ａ及び船長Ｂは、適法で有効な免許証を有していた。 

(2) 船舶の状況 

①Ａ船 

 １件目の事故に記載のとおり 
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②Ｂ船 

2.5.3(2)から、航海計器類は装備していなかったものと考えられる。 

 

3.2.2 操船の状況 

   (1) Ａ船 

     ２.１(1)から、船長Ａが海中転落し、カールコードを身体に取り付けてい

なかったので緊急エンジン停止装置が作動せず、無人のまま、左旋回を繰り

返していたものと考えられる。 

   (2) Ｂ船 

２.１(2)から、衝突の約８分前から、Ａ船の動静を監視しながら機関を中立運

転にして漂泊していたと考えられる。 

 

3.2.3 気象及び海象の状況 

  ２.６から、天気は晴で、風はほとんどなく、視界は良好であったと考えられる。 

 

3.2.4 事故発生に関する解析 

  ２.１及び3.2.2から、 

   (1) Ａ船は、船長Ａが海中転落して無人となり、同じ舵角で約２２knの速力の

まま、直径約２００ｍの円を描き、左旋回を繰り返していたところ、付近を

航行していた大型船の航走波の影響を受け、急にＢ船の方を向いて進行した

と考えられる。 

   (2) Ｂ船は、機関を中立運転にして漂泊しているときに、Ａ船が無人で操縦不

能であることを認識し、早めに旋回圏の外側の安全なところに移動していれ

ば、衝突を回避できたものと考えられる。しかし、定置網を破られるおそれ

を懸念しながら動静監視を行ううち、自船の後方を通過する態勢にあったＡ

船が、付近を航行していた大型船の航走波の影響を受けて急に自船に向かっ

て来たため、衝突を避けるための措置がとれなかったものと考えられる。 

   (3) Ａ船の停止に時間を要したのは、船長Ａが、１件目の事故後、Ａ船を停め

るための道具がないため、マリーナに引き返し、そのまま休息を取ることに

なったこと、及びその後Ａ船の停止作業に当たったのは、道具を積んで現場

に戻ったマリーナ管理者ほか２人で、旋回を続けていたＡ船のプロペラにロ

ープを絡ませ速力を落とし、乗り移って機関を中立にして停止させたのが２

件目の事故後になったことによるものと考えられる。 

   (4) 船長Ｂが、旋回中のＡ船を視認した際、リモコンで遠隔操縦されている船

だと思い、定置網を破損されることを懸念してＡ船の旋回圏の内側で漂泊し、
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動静監視を続けていたものと考えられる。 

   (5) 船長Ａが、取扱説明書に従ってカールコードを身体に取り付けていれば、

落水したときに緊急エンジン停止装置が作動してＡ船は停止し、本事故の発

生を回避できた可能性があると考えられる。 

 

 

４ 原 因 
 

本事故は、香川県三豊市詫間港内において、船長Ａが海中に転落し、無人となった

Ａ船が左旋回を繰り返すうち、大型船の航走波の影響を受けて急旋回し、Ａ船の旋回

圏の内側で同船により定置網を破損されることを懸念して動静監視を行いつつ漂泊し

ていたＢ船に向かって進行したため、衝突したことによって発生したものと考えられ

る。 
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付図１ 推定航行経路図 
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付図２ カールコード取付け概略図
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付図３ 衝突状況及び乗組員配置図 
 




